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第１１０号議案 品川区公園条例の一部を改正する条例

１．経 緯

しながわ中央公園において、ボルタリング場を新たに整備し、有料施設とすることか

ら、公園条例の一部を改正し使用料を定める。

２．使用料金

３．改修計画図

区分 料金／枠

個人利用
小学生以下 １００円

中学生以上 ２００円

団体利用
区内団体 ２，０００円

区外団体・ 学校 ４，０００円

建 設 委 員 会 資 料
令和４ 年１ ２ 月２ ２ 日
防災まちづく り部公園課

整備箇所

しながわ
中央公園

無料エリア 高さ 1. 5m×幅10m

有料エリア 高さ４m×幅12m
無料エリア
高さ 1. 8m×幅3m

４．スケジュール

（ 予定）

令和５年３月

竣工

令和５年４月

オープン

高

さ

４

ｍ

断面図
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品川区立公園条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改正後 改正前 

（ 使用料）  （ 使用料）  

第１６条 有料施設および付帯設備を使用しようとする者からは、別表第３

の使用料を徴収する。 

第１６条 有料施設および付帯設備を使用しようとする者からは、別表第３

の使用料を徴収する。 

２  前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。  ２  前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。  

別表第３（ 第１６条関係）  別表第３（ 第１６条関係）  

⑴ 有料施設 ⑴ 有料施設 

ア 軟式野球場、庭球場等 ア 軟式野球場、庭球場等 

施設 区分 時間ぎめ 摘要 施設 区分 時間ぎめ 摘要 

軟式野

球場 

野球場と

して使用

する場合 

区内チーム ２時間 １，５００

円

１面につき 軟式野

球場 

野球場と

して使用

する場合 

区内チーム ２時間 １，５００

円

１面につき 

区外チーム ２時間 ３，０００

円

区外チーム ２時間 ３，０００

円

サッカー

場等とし

て使用す

る場合⑴ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，５００

円

１面につき サッカー

場等とし

て使用す

る場合⑴ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，５００

円

１面につき 

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ３，０００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ３，０００

円

中学生

以上 

２時間 ６，０００

円

中学生

以上 

２時間 ６，０００

円

サッカー

場等とし

て使用す

る場合⑵ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ７５０円１面につき サッカー

場等とし

て使用す

る場合⑵ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ７５０円１面につき 

中学生

以上 

２時間 １，５００

円

中学生

以上 

２時間 １，５００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，５００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，５００

円
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改正後 改正前 

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

軟式こ

ども野

球場 

野球場と

して使用

する場合

⑴ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ５００円１面につき 軟式こ

ども野

球場 

野球場と

して使用

する場合

⑴ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ５００円１面につき 

中学生

以上 

２時間 １，５００

円

中学生

以上 

２時間 １，５００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，０００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，０００

円

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

野球場と

して使用

する場合

⑵ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ５００円１面につき 野球場と

して使用

する場合

⑵ 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ５００円１面につき 

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，０００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，０００

円

サッカー

場等とし

て使用す

る場合 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ５００円１面につき サッカー

場等とし

て使用す

る場合 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ５００円１面につき 

中学生

以上 

２時間 １，５００

円

中学生

以上 

２時間 １，５００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，０００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，０００

円

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

中学生

以上 

２時間 ３，０００

円

グラウン

ドゴルフ

場として

使用する

場合 

区内チ

ーム 

２時間 １，５００

円

１面につき グラウン

ドゴルフ

場として

使用する

場合 

区内チ

ーム 

２時間 １，５００

円

１面につき 

区外チ

ーム 

２時間 ３，０００

円

区外チ

ーム 

２時間 ３，０００

円

庭球場⑴ 区内チーム ２時間 １，４００１面につき 庭球場⑴ 区内チーム ２時間 １，４００１面につき 
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改正後 改正前 

円 円

区外チーム ２時間 ２，８００

円

区外チーム ２時間 ２，８００

円

庭球場⑵ 区内チーム ２時間 １，４００

円

１面につき 庭球場⑵ 区内チーム ２時間 １，４００

円

１面につき 

区外チームおよ

び学校 

２時間 ２，８００

円

区外チームおよ

び学校 

２時間 ２，８００

円

フット

サル場

フットサ

ル場等と

して使用

する場合 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ７００円１面につき フット

サル場

フットサ

ル場等と

して使用

する場合 

区内チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 ７００円１面につき 

中学生

以上 

２時間 １，４００

円

中学生

以上 

２時間 １，４００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，４００

円

区外チ

ーム 

小学生

以下 

２時間 １，４００

円

中学生

以上 

２時間 ２，８００

円

中学生

以上 

２時間 ２，８００

円

庭球場と

して使用

する場合 

区内チーム ２時間 １，４００

円

１面につき 庭球場と

して使用

する場合 

区内チーム ２時間 １，４００

円

１面につき 

区外チーム ２時間 ２，８００

円

区外チーム ２時間 ２，８００

円

備考 備考 

１  「 区内チーム」 とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等

を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とする

チームをいう。 

１  「 区内チーム」 とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等

を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とする

チームをいう。 

２  「 区外チーム」 とは、区内チーム以外のチームをいう。  ２  「 区外チーム」 とは、区内チーム以外のチームをいう。  

３  「 サッカー場等として使用する場合⑴」 および「 サッカー場等とし

て使用する場合⑵」 の別は、規則で定める。  

３  「 サッカー場等として使用する場合⑴」 および「 サッカー場等とし

て使用する場合⑵」 の別は、規則で定める。  

４  「 野球場として使用する場合⑴」 および「 野球場として使用する場

合⑵」 の別は、規則で定める。  

４  「 野球場として使用する場合⑴」 および「 野球場として使用する場

合⑵」 の別は、規則で定める。  
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改正後 改正前 

５  「 庭球場⑴」 および「 庭球場⑵」 の別は、規則で定める。  ５  「 庭球場⑴」 および「 庭球場⑵」 の別は、規則で定める。  

６  「 学校」 とは、学校教育法（ 昭和２２年法律第２６号） 第１条に規

定する学校で、区内に所在地を有するものをいう。  

６  「 学校」 とは、学校教育法（ 昭和２２年法律第２６号） 第１条に規

定する学校で、区内に所在地を有するものをいう。  

イ 弓道場 イ 弓道場 

区分 午前（ ９時～１

２時）  

午後（ １時～５

時）  

夜間（ ５時３０

分～９時）  

午前・ 午後（ ９

時～５時）  

区分 午前（ ９時～１

２時）  

午後（ １時～５

時）  

夜間（ ５時３０

分～９時）  

午前・午後（ ９

時～５時）  

貸切り １，５００円 ２，０００円 ２，５００円 ４，０００円 貸切り １，５００円 ２，０００円 ２，５００円 ４，０００円

個人で使用する場合は、１人につき１時間１００円とする。  個人で使用する場合は、１人につき１時間１００円とする。  

ウ 水泳場 ウ 水泳場 

区分 午前（ ９時

３０分～１

２時３０

分）  

午後（ １時

１５分～４

時１５分）

夜間（ ５時

～８時）

午前・ 午後

（ ９時３０

分～４時１

５分）  

摘要 区分 午前（ ９時

３０分～１

２時３０

分）  

午後（ １時

１５分～４

時１５分）

夜間（ ５時

～８時）

午前・ 午後

（ ９時３０

分～４時１

５分）  

摘要 

大人 

（ 高校生

以上）  

４００円 ４００円 ４００円 １人につ

き 

大人 

（ 高校生

以上）  

４００円 ４００円 ４００円 １人につ

き 

中学生 ２００円 ２００円 ２００円 １人につ

き 

中学生 ２００円 ２００円 ２００円 １人につ

き 

小学生 １００円 １００円 １００円 １人につ

き 

小学生 １００円 １００円 １００円 １人につ

き 

団体 ２４，００

０円

２４，００

０円

４８，００

０円

貸切り 団体 ２４，００

０円

２４，００

０円

４８，００

０円

貸切り 

備考 学齢に達しない者については、無料とする。  備考 学齢に達しない者については、無料とする。  

エ スケートボード場 エ スケートボード場 

区分 全日（ 午前９時～

午後９時）  

摘要 区分 全日（ 午前９時～

午後９時）  

摘要 

区民等 小学生以下 １００円１人につき 区民等 小学生以下 １００円１人につき 
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改正後 改正前 

中学生以上 ２００円１人につき 中学生以上 ２００円１人につき 

区民等以外 小学生以下 ２００円１人につき 区民等以外 小学生以下 ２００円１人につき 

中学生以上 ４００円１人につき 中学生以上 ４００円１人につき 

備考 「 区民等」 とは、区内に住所を有し、勤務し、または在学する者を

いう。  

備考 「 区民等」 とは、区内に住所を有し、勤務し、または在学する者を

いう。  

オ ボルダリング場

区分 午前９

時～午

前１１

時 

午前１

１時～

午後１

時 

午後１

時～午

後３時

午後３

時～午

後５時

午後５

時～午

後７時

午後７

時～午

後９時

摘要

区内チー

ム 

２，００

０円

２，００

０円

２，００

０円

２，００

０円

２，００

０円

２，００

０円

貸切り

区外チー

ムおよび

学校 

４，００

０円

４，００

０円

４，００

０円

４，００

０円

４，００

０円

４，００

０円

貸切り

小学生以

下 

１００

円

１００

円

１００

円

１００

円

１００

円

１００

円

１ 人に

つき 

中学生以

上 

２００

円

２００

円

２００

円

２００

円

２００

円

２００

円

１ 人に

つき 

備考 

１  「 区内チーム」 とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等

を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とする

チームをいう。 

２  「 区外チーム」 とは、区内チーム以外のチームをいう。  

３  「 学校」 とは、学校教育法第１条に規定する学校で、区内に所在地

を有するものをいう。  

カ 多目的広場 オ 多目的広場 

区分 午前８時３０ 午後０時３０ 午後４時～午午後７時～午 区分 午前８時３０ 午後０時３０ 午後４時～午午後７時～午
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分～午後０時

３０分 

分～午後４時 後７時 後９時 分～午後０時

３０分 

分～午後４時 後７時 後９時 

区内チー

ム 

１０，４００

円

９，１００円７，８００円５，２００円 区内チー

ム 

１０，４００

円

９，１００円７，８００円５，２００円

区外チー

ムおよび

学校 

２０，８００

円

１８，２００

円

１５，６００

円

１０，４００

円

区外チー

ムおよび

学校 

２０，８００

円

１８，２００

円

１５，６００

円

１０，４００

円

備考 備考 

１  「 区内チーム」 とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等

を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とする

チームをいう。 

１  「 区内チーム」 とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等

を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とする

チームをいう。 

２  「 区外チーム」 とは、区内チーム以外のチームをいう。  ２  「 区外チーム」 とは、区内チーム以外のチームをいう。  

３  「 学校」 とは、学校教育法第１条に規定する学校で、区内に所在地

を有するものをいう。  

３  「 学校」 とは、学校教育法第１条に規定する学校で、区内に所在地

を有するものをいう。  

キ ミーティングルーム カ ミーティングルーム 

施設 午前９時

～午前１

１時 

午前１１

時～午後

１時 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後５時

～午後７

時 

午後７時

～午後９

時 

施設 午前９時

～午前１

１時 

午前１１

時～午後

１時 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後５時

～午後７

時 

午後７時

～午後９

時 

ミーティ

ングルー

ム⑴ 

５００円６００円６００円６００円７００円７００円 ミーティ

ングルー

ム⑴ 

５００円６００円６００円６００円７００円７００円

ミーティ

ングルー

ム⑵ 

３００円４００円４００円４００円４５０円４５０円 ミーティ

ングルー

ム⑵ 

３００円４００円４００円４００円４５０円４５０円

備考 「 ミーティングルーム⑴」 および「 ミーティングルーム⑵」の別は、

規則で定める。 

備考 「 ミーティングルーム⑴」 および「 ミーティングルーム⑵」の別は、

規則で定める。 

⑵ 付帯設備 ⑵ 付帯設備 

軟式野球場および多目的１面・ １時間につき ３，５００円 軟式野球場および多目的１面・ １時間につき ３，５００円
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広場の夜間照明設備 広場の夜間照明設備 

庭球場⑴、庭球場⑵およ

びフットサル場の夜間照

明設備 

１面・ １時間につき ６００円 庭球場⑴、庭球場⑵およ

びフットサル場の夜間照

明設備 

１面・ １時間につき ６００円

コインシャワー １回につき １００円 コインシャワー １回につき １００円

コインロッカー １回につき １０円 コインロッカー １回につき １０円

付 則 

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

同年２月１日から施行する。 

２  ボルダリング場の使用について必要な手続は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 


